
川崎市上下水道局廃止管路用地等売払価格基準要綱 

（平成１５年４月１日１５川水総管第２号）  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、廃止管路用地及び単独利用不可能地（以下「廃止管路用

地等」という。）を随意契約により売り払う場合における廃止管路用地等の

価格設定について必要な事項を定める。 

（売払先） 

第２条 廃止管路用地等は、原則として隣接する土地の所有者又は旧所有者に

売り払うものとする。ただし、上下水道事業管理者が特に認めるものはこの

限りでない。 

（標準地） 

第３条 廃止管路用地等の価格の評価に当たっては、原則として自然的及び社

会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる近隣地域のうち、土

地の利用状況、環境等が同等と認められる土地（以下「標準地」という。）

を選定し、その価格（以下「標準地価格」という。）を基準とするものとす

る。 

（標準地価格） 

第４条 標準地価格は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる価格

によるものとする。 

(１) 標準地に係る川崎市不動産評価委員会の評価先例価額がある場合 当

該評価先例価額 

(２) 標準地に係る本市又は川崎市土地開発公社の売買実例がある場合 当

該売買実例による売買価格 

(３) 標準地に係る不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定事例がある

場合 当該鑑定事例における鑑定価格 



(４) 前３号以外の場合 標準地に係る地価公示地又は県基準地の価格 

（売払価格） 

第５条 廃止管路用地等の売払価格は、標準地価格に当該売払い時までの物価

の変動に応ずる修正率を乗じたものに、一から別表第１に規定する率を減じ

て得た率を乗じて得たものとする。 

２ 隣接地と廃止管路用地等を併合することによって、従前の利用価値より併

合後の土地の利用価値が増大すると認められる場合の売払価格は、その実情

に応じて、前項の規定により算出した価格に、別表第２に規定する率に一を

加えた率を乗じて得たものとすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、売払申請人が不動産業者等であって、申請人

所有地と廃止管路用地等を併合して第三者に譲渡することが明らかな場合の

売払価格は、標準地価格によるものとする。ただし、売払申請人の開発行為

等により、管路等の寄付、帰属、交換等を伴う売払いの場合についてはこの

限りでない。 

附 則 

この基準は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第５条関係） 

１ 廃止管路用地 

 (１) 売払地の両側が同一所有者の場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

Ａ ４ｍ以上 ４５％ ５５％ 

３ｍ～４ｍ ５０％ ６５％ 
局用地 

２ｍ～３ｍ ６０％ ７０％ 

 

道
路 

Ａ ２ｍ未満 ７０％ ７５％ 

 

 (２) 売払地の両側が異なる土地所有者の場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

Ａ ４ｍ以上 ４５％ ６５％ 

３ｍ～４ｍ ５５％ ７０％ 
局用地 

２ｍ～３ｍ ６５％ ７５％ 

 

道
路 

Ｂ ２ｍ未満 ７５％ ８５％ 

 

 (３) 売払地の片側が道路に面している場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

 ４ｍ以上 ３５％ ４５％ 

３ｍ～４ｍ ４５％ ６０％ 局
用
地 ２ｍ～３ｍ ５５％ ６５％ 

 

道
路 

 

Ａ 

２ｍ未満 ６５％ ７０％ 



 

 (４) 売払地が袋地である場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

 ４ｍ以上 ４５％ ６５％ 

３ｍ～４ｍ ５５％ ７０％ 局
用
地 ２ｍ～３ｍ ６５％ ７５％ 

 

道
路 

 

 

Ａ 

２ｍ未満 ７５％ ８５％ 

（注）幅員は、売払地の平均幅員とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 単独利用不可能地 

 (１) 売払地の両側が同一所有者の場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

Ａ ４ｍ以上 ４０％ ５０％ 

３ｍ～４ｍ ４５％ ６０％ 
局用地 

２ｍ～３ｍ ５５％ ６５％ 

 

道
路 

Ａ ２ｍ未満 ６５％ ７０％ 

 

 (２) 売払地の両側が異なる土地所有者の場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

Ａ ４ｍ以上 ４０％ ６０％ 

３ｍ～４ｍ ５０％ ６５％ 
局用地 

２ｍ～３ｍ ６０％ ７０％ 

 

道
路 

Ｂ ２ｍ未満 ７０％ ８０％ 

 

 (３) 売払地の片側が道路に面している場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

 ４ｍ以上 ３０％ ４０％ 

３ｍ～４ｍ ４０％ ５５％ 局
用
地 ２ｍ～３ｍ ５０％ ６０％ 

 

道
路 

 

Ａ 

２ｍ未満 ６０％ ６５％ 

 



 

 (４) 売払地が袋地である場合 

例 売払地の幅員 商業地域の場合 住工地域の場合

 ４ｍ以上 ４０％ ６０％ 

３ｍ～４ｍ ５０％ ６５％ 局
用
地 ２ｍ～３ｍ ６０％ ７０％ 

 

道
路 

 

 

Ａ 

２ｍ未満 ７０％ ８０％ 

（注）幅員は、売払地の平均幅員とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２（第５条関係） 

１ 併合後の土地が、２以上の道路が交差する角地となる場合 

例 商業地域の場合 住工地域の場合

  

道路 

 

局用地  

  

 Ａ   

 
１０％ ５％ 

 

２ 併合後の土地が二方道路となる場合 

例 商業地域の場合 住工地域の場合

道
路 

局
用
地 

Ａ 
道
路 

１０％ ５％ 

 

３ 併合後の土地が道路付きとなる場合 

例 商業地域の場合 住工地域の場合

道
路 

Ａ 
局
用
地 

Ａ Ｂ １０％ ５％ 

 



 

４ 併合後の土地が単独利用可能となる場合 

例 商業地域の場合 住工地域の場合

 

Ａ Ｂ 

道
路 

 

局
用
地 

 １０％ ５％ 

 


